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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年7月4日(2016.7.4)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　創傷の開きに適応するようサイズおよび形状が決められた創傷充填材料であって、前記
創傷充填材料に負圧がかけられると第２方向と相対的な第１方向に少なくとも沿って選択
的に収縮するように構成された創傷充填材料を備える、負圧創傷閉鎖器具であって、
　前記創傷充填材料が、ｙ軸に沿った長さ寸法、ｘ軸に沿った幅寸法、およびｚ軸に沿っ
た高さ寸法を有しており、
　前記創傷充填材料が、少なくとも１つの第１方向への収縮を可能とし、前記第２方向へ
の収縮を妨げるための、網状構造の相互接続された複数の安定化要素を含む安定化構造を
有しており、前記安定化構造が、前記高さ寸法の収縮を妨げ、且つ、ｘ－ｙ平面への前記
創傷充填材料の収縮を制限し、
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素が、前記創傷充填材料が収縮する際に
互いに対して関節動作できるように結合されている、負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２】
　前記負圧創傷閉鎖器具が、前記創傷充填材料の外周面に延在する組織把持表面をさらに
備えており、前記組織把持表面が、外方に突出する複数の組織固定器を有し、前記組織固
定器が、前記創傷の開きの縁において組織と接触し、前記創傷充填材料に対し前記負圧が
かけられると前記創傷の前記縁において前記組織を変位させるように構成され、前記創傷
の閉鎖を促進させるようになっている、請求項１に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項３】
　前記創傷充填材料に結合される負圧源をさらに備える、請求項１または２に記載の負圧
創傷閉鎖器具。
【請求項４】
　前記創傷充填材料は多孔質材料を含む、請求項１から３のいずれか１項に記載の負圧創
傷閉鎖器具。
【請求項５】
　前記創傷充填材料は発泡体を含む、請求項４に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項６】
　前記複数の組織固定器は前記創傷充填材料と一体的に形成されている、請求項２に記載
の負圧創傷閉鎖器具。
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【請求項７】
　前記組織把持表面は前記創傷充填材料の表面上に配置されるフィルムを含み、
　前記複数の組織固定器は前記フィルムから外方に突出する、請求項２に記載の負圧創傷
閉鎖器具。
【請求項８】
　前記フィルムはメッシュ材料からなる、請求項７に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項９】
　前記フィルムは、前記フィルムを前記創傷充填材料へ固定する第２の複数の内向きの固
定器を含む、請求項７または８に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１０】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、周囲の領域と比べて剛性又は半剛
性である材料から形成されている、請求項１から９のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖
器具。
【請求項１１】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、複数の安定化リブ、複数の安定化
屈曲部、複数の安定化ロッドを含む、請求項１０に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１２】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、クロスハッチ構造を形成する互い
に離間した複数の剛性部材を含む、請求項１から９のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖
器具。
【請求項１３】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、前記創傷充填材料の傾斜動作を妨
げるトラス部材を含む、請求項１から１２のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１４】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、前記創傷充填材料の前記幅寸法の
方向への収縮を可能とし、前記創傷充填材料を前記長さ寸法の方向に伸ばすことが出来る
ように構成されている、請求項１から１３のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１５】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、前記高さ寸法の方向に延在し、前
記創傷充填材料の前記高さ寸法の方向への収縮を妨げる複数の剛性又は半剛性の部材を含
む、請求項１から１４のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１６】
　前記高さ寸法の方向に延在する前記複数の剛性又は半剛性の部材のうち少なくとも一部
は、前記創傷充填材料の周囲に延在する、請求項１５に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１７】
　前記創傷充填材料の底面上に延在する平滑面をさらに備える、請求項１から１６のいず
れか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項１８】
　流体を除去するべく前記底面を通過させ前記負圧創傷閉鎖器具内へと流入させる、前記
平滑面に形成された複数の微細孔をさらに備える、請求項１７に記載の負圧創傷閉鎖器具
。
【請求項１９】
　前記複数の微細孔のサイズおよび細孔密度のうち少なくとも一方が前記創傷充填材料の
前記底面に亘って異なり、負圧源からの真空力の分布を方向付ける、請求項１８に記載の
負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２０】
　前記創傷充填材料は前記負圧創傷閉鎖器具のサイズを調整するための取り除き可能部分
を有する、請求項１から１９のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２１】
　それぞれが複数の組織固定器からなる複数のセットが、前記創傷充填材料に埋め込まれ
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ており、前記取り除き可能部分を取り除くと露出させられる、請求項２０に記載の負圧創
傷閉鎖器具。
【請求項２２】
　前記組織把持表面が前記組織把持表面の少なくとも一部において異なる力プロファイル
を有するように、前記複数の組織固定器の長さ、前記複数の組織固定器の形状、前記複数
の組織固定器の材料、および前記複数の組織固定器の密度のうち少なくとも１つが変更可
能である、請求項２に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２３】
　前記創傷充填材料が、前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素の周りに成形さ
れている、請求項１から２２のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２４】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、拡大させて前記創傷の組織と係合
するように構成された形状記憶の安定化要素を含む、請求項１から２３のいずれか１項に
記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２５】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、前記網状構造の相互接続された複
数の安定化要素を屈曲させることできるように構成された蝶番を備える、請求項１から２
４のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２６】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、前記網状構造の相互接続された複
数の安定化要素を屈曲させることできるように構成された薄肉部を備える、請求項１から
２５のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２７】
　収縮の際、前記複数の安定化要素が互いに相対的に真っ直ぐになる、請求項１２に記載
の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２８】
　前記創傷充填材料が、前記幅寸法が選択的に収縮するように構成されている、請求項１
から２７のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項２９】
　前記創傷充填材料が、前記幅寸法だけが収縮して前記長さ寸法が収縮しないように構成
されている、請求項１から２８のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項３０】
　前記網状構造の相互接続された複数の安定化要素は、蝶番が付けられたり薄い厚さを有
したりする接合部周りに関節動作できるように結合されている、請求項１から２９のいず
れか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項３１】
　前記複数の安定化要素は、前記創傷充填材料が収縮される前では、１ｃｍから２ｃｍの
間隔をあけて配置されている、請求項１から３０のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器
具。
【請求項３２】
　前記創傷充填材料は楕円形の形状となっている、請求項１から３１のいずれか１項に記
載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項３３】
　前記創傷充填材料の少なくとも１つの表面にわたって延在すると共に、前記創傷充填材
料の外周面にわたって延在する組織把持表面をさらに備える、請求項１から３２のいずれ
か１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項３４】
　前記安定化構造は、周囲の領域の圧縮性の材料と比べて剛性である材料から作られた内
骨格を含む、請求項１から３３のいずれか１項に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【請求項３５】
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　前記創傷の開きの縁において組織と接触し、前記創傷充填材料に対し前記負圧がかけら
れると前記創傷の前記縁において前記組織を変位させるように構成され、前記創傷の閉鎖
を促進させるようになっている外周面をさらに備える、請求項１に記載の負圧創傷閉鎖器
具。
【請求項３６】
　前記創傷の開きの縁において組織と接触し、前記創傷充填材料に対し前記負圧がかけら
れると前記創傷の前記縁において前記組織を変位させるように構成され、前記創傷の閉鎖
を促進させるようになっている、外方に突出する複数の組織固定器をさらに備える、請求
項１に記載の負圧創傷閉鎖器具。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　一実施形態において、内骨格安定化構造は、クロスハッチ構造を形成する互いに離間し
た複数の剛性部材を含む。内骨格は、創傷充填材料の幅寸法の方向への収縮を可能とし、
より小さな程度だけ創傷充填材料を長さ寸法の方向に伸ばすことが出来る。特定の実施形
態において、例えば、複数の剛性部材が創傷充填材料の高さ寸法の方向に延在し、創傷充
填材料の高さ寸法の方向への収縮を妨げる。特定の実施形態によると、内骨格は、創傷充
填材料が収縮する際に互いに対して関節動作できるように結合させることが出来る相互接
続された剛性部材からなる網状構造を含む。内骨格は創傷充填材料の傾斜動作を妨げるト
ラス支持体を含んでよい。いくつかの実施形態において、組織固定器は内骨格内で一体的
に形成される。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　図２Ａおよび図２Ｂは、本願発明に係る創傷充填材料の内骨格の一実施形態を示す。内
骨格は、第１のセットのｘ－ｙ安定化要素１０８ａ、および第２のセットのｘ－ｙ安定化
要素１０８ｂを含む。第１のセットのｘ－ｙ安定化要素１０８ａ、および第２のセットの
ｘ－ｙ安定化要素１０８ｂは互いに対応するもの同士が複数のｚ軸安定化要素１１０によ
って接続されている。充填材料１０２の収縮の際、ｘ－ｙ安定化要素１０８ａ、１０８ｂ
はそれぞれｘ－ｙ方向に収縮可能であるが、ｚ軸安定化要素１１０によってｚ方向への収
縮が妨げられる。好ましい実施形態において、安定化要素は収縮の際に互いに対して関節
動作できるように結合させることができる。当該構造における接合部１０９は、蝶番で動
くようにされるか、システムの屈曲が可能であるように薄い厚さを有する。第１の軸、ま
たは水平方向の軸１１７（図４Ｂ参照）に沿った所望される圧縮が可能であるよう、接合
部間の屈曲部は屈曲してもよい。器具が圧縮されるに従い、第２の軸、または長手方向の
軸１１９に沿った拡大がいくらか起こり得る。枠材は、形状記憶特性を有していてもよく
、当該特性と吸引力２５とにより、組織に加えられる力の大きさが決まる。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５０】
　一実施形態において、本願発明に係る創傷閉鎖器具を製造する方法は、剛性または半剛
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性材料からなる安定化内骨格を形成する工程と、当該内骨格上に収縮可能な創傷充填材料
を形成する工程とを含む。安定化内骨格は、成形プロセスを用いて形成することが出来、
一体型のユニット、または１以上の部材として成形することが出来る。当該１以上の部材
は組立てられることにより内骨格を形成する。内骨格の複数の異なる部材は、複数の異な
る方向に異なるレベルの剛性および可撓性を提供するべく、それぞれ異なる厚さ、および
／または剛性度を有してもよい。内骨格は、適した接着剤、または他の接合プロセスを用
いるなどにより部材を繋ぎ合わせることにより組立てられ得る。特定の実施形態において
部材の少なくともいくつかは、関節動作できるように結合させた接合部を提供するべく組
立てられる。好ましい実施形態において創傷充填材料は、適切に測量した成分（例えばポ
リウレタンフォームの場合、イソシアネート、ポリオール、触媒、界面活性剤、発泡剤な
ど）を混ぜ合わせ、型内に反応混合物を注入し、当該材料を硬化させ型から取り出すこと
により形成される。場合によっては材料は最終形状となるよう切り取られてもよい。好ま
しい実施形態において内骨格支持構造は組立てられ型内に配置され、創傷充填材料が内骨
格周りに成形される。本願発明に係る創傷閉鎖器具に適した生分解性の発泡体製品、およ
びそのような発泡体を製造する方法の例は、Ｒｏｌｆｅｓらによる米国特許公開出願第２
００９／００９３５５０号に説明されている。当該特許公開出願の内容はその全体が、参
照により本願に組み込まれる。
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